
令和 3 年 9 月 29 日 

那須野が原ハーモニーホール 予約受付再開について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 3 年 7 月 30 日から、新規のホール利用受

付を利用日に関わらず全面停止としておりましたが、令和 3 年 10 月 4 日（月）朝 9 時から

受付を再開することといたします。 

受付方法 窓口では令和 3 年 10 月 4 日（月）朝 9 時から 

お電話での受付は令和 3 年 10 月 4 日（月）午後 1 時から 

※営業時間は朝 9 時から午後 5 時までとなっております。 

受付可能日 ご利用希望日の 20 日前から 1 年後の月末まで。 

特例期間 令和 3 年 10 月 11 日（月）から令和 3 年 10 月 24 日（日）のご利用分に限り、

以下の要件を満たしたことを前提として、特例期間を設け 20 日前までのご予

約を、前の週の同じ曜日までのご予約でご利用いただけるようにいたします。 

例＞令和 3 年 10 月 11 日（月）をご希望なら 10 月 4 日（月）までに予約 

  令和 3 年 10 月 12 日（火）をご希望なら 10 月 5 日（火）までに予約 

※特例期間中は、即日利用許可申請書を提出し、施設利用料も（遅くとも翌日 

 までに）お支払ください。なお、お支払いされない場合は予約を取り消しま 

 す。 

 また、ご利用者様の都合で予約を取り消す（もしくは変更する）場合は、施 

 設利用料は返金いたしませんのでご了承ください。 

※特例期間中は、大ホールおよび小ホールのご利用に関しては、ご予約後、舞 

 台係職員と調整の後、利用の可否を決定いたします（利用許可申請書は、可 

 否の決定を待たずに即日ご提出ください）。施設利用料は、その後、速やか 

 にお支払いください。 

そのほか ご利用日の感染症拡大状況によっては、利用時間の短縮や、利用の自粛をお願

いすることもありますので予めご了承ください。 
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